
 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．適用基準類の改正要旨 

 

 

 

○業務積算基準、設計基準関係 ・・・・Ａ－１～ 

 

 

○土木工事積算基準関係 ・・・・Ｂ－１～ 

 

 

○施工基準関係 ・・・・Ｃ－１～ 

 

 

○施設機械関係 ・・・・Ｄ－１～ 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

業務積算基準・設計基準関係 

 

 

 

 

 

１．土地改良工事積算基準（調査・測量・設計）の制改定について ・・・ Ａ － １ 

 

 

 

２．設計基準類の制改定について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ａ －２０ 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．土地改良工事積算基準（調査・測量・設計）の主な制改定について 
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【６月２０日作成】 

九州農政局土地改良技術事務所建設技術課設計技術第１係 

令和７年度 土地改良工事積算基準（調査・測量・設計）等の改正概要 

 

本紙は、農林水産省所管の国営土地改良事業等、直轄海岸保全事業及び直轄地すべり対策事業に係

る調査・測量・設計業務の積算基準類において、令和７年３月末等に通知された令和７年度制改定の

概要となります。 

主な改定内容については、以下のとおりです。 

 

１．調査業務 

（１）地質・土質調査業務市場単価 

  ・直接調査費：「標準貫入試験」の日当たり作業量の改正 

２－３ サウンディング及び原位置試験（５）日当たり作業量  
 
 
 
 
 
 

 

    ⇒国交省に準拠し改正（作業能力UP） 

 

  ・間接調査費「搬入路伐採等」及び「環境保全」の日当たり作業量の改正 

        「調査孔閉塞」の人員編成と日当たり作業量の追加 

３－３ その他（２）編成人員 
 
 
 
 
 
 
３－３ その他（５）日当たり作業量 
 
 
 
 
 
 
 

    ⇒国土交通省の実態調査結果を踏まえた改正（作業能力UP）。 

     「調査孔閉塞」の市場単価は元々あったが、人員編成と作業能力の記載が無かった。 

 

 

２．測量業務 

（１）測量業務の価格積算基準 

  ・諸経費率標準値の改定 

別表－１ 測量業務諸経費率表（１）諸経費率標準値 
 
 
 
 
 

    ⇒国土交通省の実態調査結果を踏まえた改正。 
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 （２）測量業務標準歩掛 

  ・各歩掛の直接人件費に対する機械経費率、通信運搬費等率及び材料費率の改正 

 改正した歩掛は以下のとおり。 
基準点測量 ：１級、２級、３級、４級、地上埋設（上面舗装）、３級・４級基準点埋設 
水準測量  ：１級、２級、３級、水準点設置（永久標識）、水準点設置（永久標識以外） 
路線測量  ：現地踏査、線形決定、IP設置測量、中心線測量、横断測量、 

用地幅杭設置測量、伐採 
現地測量  ：現地測量（S=1/500） 

    ⇒ほぼすべての割合において昨年度より率が下がっている。 

 

 

３．設計業務等 

（１）設計業務標準歩掛 

  ・業務の成果品質確保対策実施にかかる補足説明の追加 

    業務の成果品質確保対策における受発注者間の設計方針、条件等の確認の場として、会議等を設

置する場合の歩掛について、適用にあたっての補足説明を追加。 

１－３ その他 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⇒本歩掛は、以下URLの取り組み（R5.11版）対応する歩掛を積算基準に掲載したもの。 

https://www.maff.go.jp/j/nousin/sekkei/attach/pdf/index-205.pdf  

 

  ・「難易度補正」の追記（頭首工、ポンプ場、水路工、ほ場整備、畑地かんがい施設、農道） 

〔頭首工での追記例〕 
 ２ 頭首工 

（２）全体補正 
イ難易度補正 

 
 
 
 
 

⇒難易度補正の表にアラビア数字の表記を追記。積算書（システム出力）には歩掛条件としてアラビア数字による

難易度補正Ⅰ、Ⅱ及びⅢが表記されるが、積算基準（緑本）にはその表記が無く、積算基準ではどの設計内容が

難易度補正Ⅰ、Ⅱ及びⅢとなるのか説明できないことが判明したため、容易に判別できるようにした。 

 

・ポンプにおいて、吐出量補正表の適用文との整合のための記載修正 

３ポンプ場（２）全体補正 ウ吐出量補正 
 
 
 
 
 
 
 

    ⇒適用の説明と吐出量の補正表で、吐出量の範囲の整合が取れていなかったとして修正。 
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・農道において、作業項目別補正率及び[実施設計]－【7 道路計画】標準歩掛の一部改定（現地調査、

線形計画・設計、附帯構造物設計図作成、排水計画・設計、照査） 

【作業項目別補正率一覧表】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[実施設計]－【7 道路計画】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ⇒歩掛実態調査結果を基に改正。 

 

 

４．業務関係資料 

（１）現場技術業務の実施要領等 

・現場技術業務価格積算基準において、「国家公務員等旅費に関する法律」（旅費法）が改正されたこ

とに伴い、旅費・交通費算定について改定。 

  ※「調査・測量・設計業務等旅費交通費積算要領」に準じて算定する（後述）。 

 

  ・現場技術業務価格積算において、現場経費の明確化。 

別添－１ 現場技術業務価格積算基準 イ現場経費（ア）ｂ 
 
 
 
 
 
 

    ⇒「１日の運転時間は最高３時間」とされているが、災害復旧工事に絡む遠方での業務において支障となる可能性

もあり、「やむを得ない事業」の対応として追記。 
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・現場技術業務共通仕様書例へ以下を追加 

 打合せ等について「ワンデーレスポンス」の内容を追加 

別添－３ 現場技術業務共通仕様書例 
第１―５条 打合せ等 

４ 監督職員及び受注者は、「ワンデーレスポンス」※に努める。  
   ※ワンデーレスポンスとは、問合せ等に対して、１日あるいは適切な期限までに対

応することをいう。なお、１日での対応が困難な場合などは、いつまでに対応する
かを連絡するなど、速やかに何らかの対応をすることをいう。 

    ⇒労働基準法一部改正における時間外労働時間上限等が規定されたことに伴い、H30頃から取組が始っているが、当

時は打合せ簿様式を改正したのみであった。今回、国交省の仕様書改正に併せ追記。 

 

 履行報告の方法について改定 

別添－３ 現場技術業務共通仕様書例 
第１－２５条 履行報告 

受注者は、履行状況の点検、報告等のため、別に定める様式により現場技術業務実施報告
書等を作成し、監督職員に提出しなければならない。 

    ⇒設計業務等にあるような履行報告は提出せず、毎月提出する実施報告書の提出をもって履行報告とするよう改定。 

 

 個人情報の取扱いについての記載法令の一部を削除 

別添－３ 現場技術業務共通仕様書例 
第１－２６条 個人情報の取扱い 

１ 基本的事項 
受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を処理するための

個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報
の保護に関する法律（平成15 年法律第57 号）、行政機関の保有する個人情報の保護に
関する法律（平成15年法律第58号）、行政手続における特定の個人を識別する番号の利
用等に関する法律（平成25 年法律第27 号）等関係法令に基づき、次に示す事項等の個
人情報の漏えい、滅失、改ざん又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために
必要な措置を講じなければならない。 

    ⇒現時点廃止となっており、「個人情報の保護に関する法律」に統合されていた。 

 

 電子納品提出の項目削除 

別添－３ 現場技術業務共通仕様書例 
第３―７条 促進業務の成果 
１ 第１－９条でいう成果物とは、第３－６条で作成した以下に示す書類をいう。 
 （１）業務実施報告書  
（２）引継事項記載書  
２ 受注者は、「設計業務等の電子納品要領（案）」、「電子納品運用ガイドライン（案）【業
務編】」を参考として、作成した電子データを、電子媒体で提出するものとする。また当
該電子データの提出に当たっては、「電子納品チェックシステム（農林水産省農業農村整
備事業版）」（http://www.maff.go.jp/j/nousin /seko/nouhin_youryou/index.html）によ
るチェックを行い、エラーがないことを確認するとともに、ウイルス対策を実施するも
のとする。 

    ⇒現場技術業務は電子納品の対象としていない。 

 

 

５．積算参考資料 

（１）設計業務等の積算参考歩掛 

   ・「難易度補正」の追記（頭首工、渓流取水工、ポンプ場、水路工、ほ場整備、畑地かんがい施設、

営農飲雑用水施設、農道、ため池改修） 

     ※３．設計業務等（１）設計業務標準歩掛での説明と同様のため省略。 

 

・ポンプにおいて、吐出量補正表の適用文との整合のための記載修正 

     ※３．設計業務等（１）設計業務標準歩掛での説明と同様のため省略。 
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・農道において、橋梁の基本設計の歩掛を改定。 

《工種別適用6》【基本設計】10－7 橋梁（４）設計歩掛 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ⇒国土交通省の歩掛改定に併せ改定。 

 

６．留意事項 

（１）設計業務等の価格積算基準等の留意事項 

・「第２ 調査・測量・設計業務等旅費交通費積算要領について」における“国家公務員等旅費に関す

る法律”（旅費法）改正に伴う旅費交通費算定の改定。 

１ 適用範囲 
この要領は、農林水産省が実施する国営土地改良事業に係る地質、土質調査業務、測量業務

及び設計業務等の旅費交通費の価格積算を行うに当たって、その基準を示したものである。  
   なお、この基準は、国家公務員等の旅費に関する法律、国家公務員等の旅費に関する法律施
行令、国家公務員等の旅費支給規程、農林水産省所管旅費支給規則、農林水産省職員日額旅費
支給規則を準用して定めたものである。 

 
２ 旅費交通費の構成 
 
 
 
 
 
 

    ⇒準用元の改正に併せ、積算方法の変更を行った。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ⇒農水省の運用として、宿泊手当及び宿泊費については、発注時は計上せず設計変更で計上する

こととしており、（積算基準記載無し、ホームページ掲載無し）その計上方法等については、事

務連絡を発出し周知している。 

     R7.6.3農村振興局整備部設計課補佐（積算基準班）事務連絡 

     調査・測量・設計業務等における旅費交通費の計上方法等について（再周知） 

      ※R7.3.28発出分から内容を更新しての再周知

宿泊費（普通旅費、滞在日額旅費） 

日当 
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※「別途通知」については以下のとおり。 

                       R7.3.28付６農振第3022号農村振興局整備部設計課長通知 

“令和７年４月より適用する「土地改良事業等請負工事積算基準」等に係る取扱いについて” 

  https://www.maff.go.jp/j/nousin/sekkei/attach/pdf/index-245.pdf 
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・「第４ 調査・測量・設計業務等特別仕様書記載例」に以下を追加・改定 

 「業務写真における黒板情報の電子化」チェックシステムURLの修正 

受注者が行う黒板情報を電子化した写真の信憑性確認のためのチェックシステムについて、

URL先の”デジタル工事写真の高度化に関する協議会”がR3.4月に”（一社）施工管理ソフ

トウェア産業協会”に移行したことに伴い修正を行った。 

 低入札業務における品質確保対策の試行改正に伴う算出割合の改定 

R6.7.16 付６農振第 1350 号「建設コンサルタント業務等の低入札業務における品質確保対

策の試行について」の一部改正について」にて通知されている基準額算定の数値を記載例に

反映。 

 現場技術業務の記載例：現場技術業務民間競争入札実施要項改定内容の反映 

R6.12 月に現場技術業務民間競争入札実施要項が改定されており、それに合わせて記載例を

反映した。 

 記録映像製作業務：情報共有システムについて対象外に改定 

本業務においては、情報共有システムを使用しないこととして、昨年度改定時に情報共有シ

ステムに関する内容を記載していなかったが、対象外が基本であることを示すため記載例に

追記した。 

 頭首工（渓流取水工）、水路工、機能診断業務：設計作業への留意点への追記 

新技術や新工法の選定に当たり、農業農村整備民間技術情報データベース（ＮＮＴＤ）及び

新技術情報システム(ＮＥＴＩＳ）に加えて、農業水利施設保全補修ガイドブックを積極的

に活用するよう追記した。 

 

  ・「第７ 調査・測量・設計業務等に関する運用事項」に以下を追加・改正 

4.設計業務 4-9.パイプラインの附帯構造物  ※追加 
  
 
 
 
 

    ⇒積算者及び事業協会等からの質疑要望による追記。 

 

4.設計業務 4-16.他省庁歩掛等の取扱い  ※削除 
  
 
 
 
 

    ⇒現在の積算体系となる前に技術経費率を用いた積算を行っていた際に、国交省系歩掛と農水省系歩掛を同一業務

として発注した場合の取扱いについて、暫定的に示していた内容であり、現在では技術経費率を用いた積算体系

は廃止され、同じ積算体系に計上しても諸経費等に影響しないため記載を削除。 

 

 

７．調査・測量・設計業務共通仕様書 

（１）業務共通仕様書 

※「地質・土質調査」、「測量」、「設計」もほぼ同様の改正のため、代表して「地質・土質調査」にて例示する） 

 

 打合せ等について「ワンデーレスポンス」の内容を追加 

※４．業務関係資料（１）現場技術業務の実施要領等での説明と同様のため省略。 

 

 個人情報の取扱いについての記載法令の一部を削除 

※４．業務関係資料（１）現場技術業務の実施要領等での説明と同様のため省略。 
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 業務内容について「計画準備」の内容を追加。 

第 7－2 条 業務内容  
解析等調査業務の内容は、次の各号に掲げる事項によるものとする。  

１ 計画準備  
(１) 調査計画の立案及び業務計画書の作成  

２ 既存資料の収集・現地調査  
(１) 関係文献等の収集と検討  
(２) 調査地周辺の現地踏査  

３ 資料整理とりまとめ  
(１) 各種計測結果の評価及び考察  
(２) 異常データのチェック  
(３) 試料の観察  
(４) ボーリング柱状図の作成  

４ 断面図等の作成  
(１) 地層及び土性の判定  
(２) 土質又は地質断面図の作成（断面図は着色するものとする）  

５ 総合解析とりまとめ  
(１) 調査地周辺の地形・地質の検討  
(２) 地質調査結果に基づく土質定数の設定  
(３) 地盤の工学的性質の検討と支持地盤の設定  
(４) 地盤の透水性の検討（現場透水試験や粒度試験等が実施されている場合）  
(５) 調査結果に基づく基礎形式の検討（具体的な計算を行うものでなく、基礎形式の 

適用に関する一般的な比較検討）  
(６) 設計・施工上の留意点の検討（特に、盛土や切土を行う場合の留意点の検討） 

  ⇒昨年度、解析等調査業務に「計画準備」の歩掛が追加されたが、共通仕様書に反映していなか

ったことから追加。 

 

（２）業務請負契約、調査・測量・設計業務共通仕様書等に基づく提出様式の改正 

 業務関係一覧表の修正 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ⇒「工事及び業務の情報共有システム活用要領」の“3-1個人情報等の扱い”において、「個人情

報等が含まれる機密性の高い資料は、情報共有システム内で取り扱ってはならない。」とされて

いるが、生年月日や住所が含まれている担当技術者届や経歴書、身分証明書交付願が情報共有

システムの取扱い対象となっていたため、共通仕様書の“業務関係書類一覧”での取り扱いを

修正。 

A－12



８．「土地改良工事積算基準（調査・測量・設計）」に対するご意見について 

（１）全国共通お問い合せメールアドレスを作成しました 

（令和７年度 土地改良工事積算基準（調査・測量・設計）のみでの試行） 

  

  土地改良工事積算基準（調査・測量・設計） 

に関する問い合わせについては、全国の土地改 

良技術事務所へお寄せいただいているところで 

すが、電話等で理解が難しい案件や質疑者との 

やり取り回数が多くかかるといった場合ありま 

す。（必要に応じて歩掛担当の他局土技所へ照 

会する必要も生じる） 

今年度は質問者とのやり取りの効率化を目的 

として、試行的に「全国共通お問い合せメール 

アドレス」を作成し、積算基準の巻末に記載し 

ましたのでご利用ください。 

  なお、利用に当たっては、質疑経緯・内容・ 

関連する資料（記載ページや補足説明資料）と 

ともに回答案（質疑者の考え）を含めてお送り 

ください。 

  ※これまでどおり土地改良技術事務所へお寄 

せいただいて構いません。 

 

 

 

９．その他 

積算基準及び共通仕様書等における字句等の軽微な修正等については、次ページ以降の改定要旨にて

項目をご確認いただき、各種通知及び農林水産省ホームページ掲載の新旧対照表にてご確認願います。 

 

➡土地改良時工事積算基準等の改正について（農林水産省ホームページ） ※新旧対照表 

https://www.maff.go.jp/j/nousin/sekkei/h200331/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ➡設計・施工・入札等（農林水産省ホームページ） ※各種通知 

https://www.maff.go.jp/j/nousin/sekkei/index.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

A－13



【土地改良工事積算基準（調査・測量・設計）の改定要旨】 

       Ｒ 7.3 改定  
 
R7 土地改良工事積算基準（調査・測量・設計）は以下 URL に掲載 

https://www.maff.go.jp/j/nousin/sekkei/sekisan_kijun/index.html 

 
 
 
Ⅰ．調査 

(1)地質・土質調査業務の価格積算基準 

 【6 農振第 2802 号 R7.3.26 局長通知_R7 から適用する土地改良事業等に関する積算基準の改正について】 

項   目 区分 改  定  要  旨 備考 

地質、土質調査業務の価

格積算基準 

－ ・改定なし  

別表－１ 地質、土質調

査業務 諸経費率表 

－ ・改定なし  

 

(2)地質・土質調査業務市場単価 

 【6 農振第 2802 号 R7.3.26 局長通知_R7 から適用する土地改良事業等に関する積算基準の改正について】 

項   目 区分 改  定  要  旨 備考 

地質、土質調査業務市場

単価 

－ ・改定なし  

１ 一般事項 － ・改定なし  

２ 直接調査費 ○ ・「標準貫入試験」の日当たり作業量の改正  

３ 間接調査費 ○ ・「搬入路伐採等」及び「環境保全」の日当たり作業量の

改正 

・「調査孔閉塞」の人員編成及び日当たり作業量の追加 

 

４ 解析等調査業務 － ・改定なし  

５ 施工管理費 － ・改定なし  

 

 

Ⅱ．測量 

(1)測量業務の価格積算基準 

 【6 農振第 2802 号 R7.3.26 局長通知_R7 から適用する土地改良事業等に関する積算基準の改正について】 

項   目 区分 改  定  要  旨 備考 

測量業務の価格積算基準 ○ ・字句の訂正  

別表－１ 測量業務 諸

経費率表 

○ ・諸経費率標準値の改定  

 

(2)測量業務標準歩掛 

 【6 農振第 2802 号 R7.3.26 局長通知_R7 から適用する土地改良事業等に関する積算基準の改正について】 

項   目 区分 改  定  要  旨 備考 

１ 一般事項 － ・改定なし  

２ 基準点測量 ○ ・機械経費率、通信運搬費等率及び材料費率の改正  

３ 路線測量 ○ ・機械経費率、通信運搬費等率及び材料費率の改正 

・字句の訂正 

 

区  分  凡  例 
☆ 新 規 制 定 
◎ 全 面 改 定 
○ 部 分 改 定 
× 廃 止 ・ 削 除 
－ 改定 な し 
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項   目 区分 改  定  要  旨 備考 

４ 現地測量 ○ ・機械経費率の改正 

 

 

 

 

Ⅲ．設計 

(1)設計業務の価格積算基準 

 【6 農振第 2802 号 R7.3.26 局長通知_R7 から適用する土地改良事業等に関する積算基準の改正について】 

項   目 区分 改  定  要  旨 備考 

設計業務の価格積算基準 － ・改定なし  

 

(2)設計業務標準歩掛 

 【6 農振第 2802 号 R7.3.26 局長通知_R7 から適用する土地改良事業等に関する積算基準の改正について】 

項   目 区分 改  定  要  旨 備考 

１ 一般事項 ○ ・業務の成果品質確保対策の実施に係る補足説明を追加 

 

※参考 

２ 頭首工 － ・改定なし 

（「難易度補正」の追記のみ） 

 

３ ポンプ場 ○ ・吐出量補正表の記載修正（適用文との整合） 

・「難易度補正」の追記 

 

４ 水路工 － ・改定なし 

（「難易度補正」の追記のみ） 

 

５ ほ場整備 － ・改定なし 

（「難易度補正」の追記及び字句等の軽微な修正のみ） 

 

６ 畑地かんがい施設 － ・改定なし 

（「難易度補正」の追記のみ） 

 

７ 農道 ○ ・歩掛調査による歩掛改定 

・「難易度補正」の追記 

 

８ 積算参考資料作成 － ・改定なし（字句等の軽微な修正のみ） 

 

 

 ※以下 URL の取り組み対応する歩掛を積算基準に掲載したもの。 

https://www.maff.go.jp/j/nousin/sekkei/attach/pdf/index-205.pdf 

 

 

Ⅳ．業務関係資料 

(1)現場技術業務の実施要領等 

 【6 農振第 2802 号 R7.3.26 局長通知_R7 から適用する土地改良事業等に関する積算基準の改正について】 

項   目 区分 改  定  要  旨 備考 

現場技術業務実施要領 － ・改定なし（字句等の軽微な修正のみ）  

別添－１ 現場技術業務

の価格積算基準 

○ ・「国家公務員等旅費に関する法律」（旅費法）改正に伴

う旅費交通費算定の改定 

・現場経費の内容の明確化 

 

別添－２ 現場技術業務

契約書例 

○ ・国債業務の場合における[注]書きの追加 

・（字句等の軽微な修正） 

 

別添－３ 現場技術業務

共通仕様書例 

○ ・打合せ等について「ワンデーレスポンス」の内容を追

加 

・履行報告の方法について改定 

・個人情報の取扱いについての記載法令の一部を削除 

・電子納品提出の項目削除 

・（字句等の軽微な修正） 

 

 

 

(2)記録映像製作業務の価格積算基準 

項   目 区分 改  定  要  旨 備考 

４ 記録映像製作業務費

の積算 

－ ・改定なし  
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(3)良質構造物設計施工技術検討業務実施要領 

項   目 区分 改  定  要  旨 備考 

全般 － ・改定なし  

 

 

Ⅴ．積算参考歩掛 

(1)設計業務等の積算参考歩掛 

【6農振第 2803 号 R7.3.26 部長通知_R7 から適用する土地改良事業等に関する積算基準に係る運用等の改正について】 

項   目 区分 改  定  要  旨 備考 

第１ 設計業務等の積算

参考歩掛の取扱い 

－ ・改定なし  

第２ 設計業務積算参考

歩掛 １ ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ 

－ ・改定なし  

第２ 設計業務積算参考

歩掛 ２ ﾌｨﾙﾀﾞﾑ 

－ ・改定なし  

第２ 設計業務積算参考

歩掛 ３ 頭首工 

－ ・改定なし 

（「難易度補正」の追記のみ） 

 

第２ 設計業務積算参考

歩掛 ４ 渓流取水工 

－ ・改定なし 

（「難易度補正」の追記のみ） 

 

第２ 設計業務積算参考

歩掛 ５ ポンプ場 

○ ・吐出量補正表の記載修正（適用文との整合） 

・「難易度補正」の追記 

 

第２ 設計業務積算参考

歩掛 ６ 水路工 

－ ・改定なし 

（「難易度補正」の追記のみ） 

 

第２ 設計業務積算参考

歩掛 ７ ほ場整備 

－ ・改定なし 

（「難易度補正」の追記及び字句等の軽微な修正のみ） 

 

第２ 設計業務積算参考

歩掛 ８ 畑地かんがい   

施設 

－ ・改定なし 

（「難易度補正」の追記のみ） 

 

第２ 設計業務積算参考

歩掛 ９ 営農飲雑用水 

施設 

－ ・改定なし 

（「難易度補正」の追記のみ） 

 

第２ 設計業務積算参考

歩掛 10 農道 

○ ・橋梁の基本設計の歩掛改定 

・「難易度補正」の追記 

 

第２ 設計業務積算参考

歩掛 11 ため池改修 

－ ・改定なし 

（「難易度補正」の追記のみ） 

 

第２ 設計業務積算参考

歩掛 12 小水力発電所 

－ ・改定なし  

 

(2)機能診断業務の積算参考歩掛 

【6農振第 2803 号 R7.3.26 部長通知_R7 から適用する土地改良事業等に関する積算基準に係る運用等の改正について】 

項   目 区分 改  定  要  旨 備考 

第１ 機能診断業務積算 

参考歩掛の取扱い 

－ ・改定なし  

第２ 機能診断業務積算

参考歩掛の留意事

項 

－ ・改定なし  

第３ 機能診断業務費の

積算について 

－ ・改定なし  

第４ 調査業務の積算参

考歩掛 

－ ・改定なし  

第５ 設計業務の積算参

考歩掛 

－ ・改定なし  

第６ 参考資料 － ・改定なし  
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Ⅵ．留意事項 

(1)設計業務等の価格積算基準等の留意事項 

【6農振第 2803 号 R7.3.26 部長通知_R7 から適用する土地改良事業等に関する積算基準に係る運用等の改正について】 

【6農振第 2803 号-1 R7.6.5 部長通知_「R7 から適用する土地改良事業等に関する積算基準に係る運用等の改正」一部修正】 

項   目 区分 改  定  要  旨 備考 

第１ 記録映像製作業務

間接経費率及び諸経費率

の標準値 

－ ・改定なし  

第２ 調査・測量・設計

業務等旅費交通費積算要

領について 

○ ・「国家公務員等旅費に関する法律」（旅費法）改正に伴

う旅費交通費算定の改定 

 

 

第３ 記録映像製作業務

について 

－ 

 

・改定なし  

第４ 調査･測量･設計業

務等特別仕様書記載例 

Ⅰ 地質・土質調査業務 

○ ・「業務写真における黒板情報の電子化」チェックシステ

ム URL の修正 

・旅費交通費積算要領改定に伴う追記 

・建設コンサルタント業務等低入札業務における品質確

保対策の試行についての一部改正に伴う算出割合変更 

 

第４ 調査･測量･設計業

務等特別仕様書記載例 

Ⅱ 測量業務 

〇 ・「業務写真における黒板情報の電子化」チェックシステ

ム URL の修正 

・旅費交通費積算要領改定に伴う追記 

・建設コンサルタント業務等低入札業務における品質確

保対策の試行についての一部改正に伴う算出割合変更 

 

第４ 調査･測量･設計業

務等特別仕様書記載例 

Ⅲ 設計業務 

○ ・「業務写真における黒板情報の電子化」チェックシステ

ム URL の修正 

・旅費交通費積算要領改定に伴う追記 

・建設コンサルタント業務等低入札業務における品質確

保対策の試行についての一部改正に伴う算出割合変更 

・（字句等の軽微な修正） 

※一部修正 
・頭首工（渓流取水工） 

・水路工 

 

第４ 調査･測量･設計業

務等特別仕様書記載例 

Ⅳ 積算参考資料作成業

務 

○ ・建設コンサルタント業務等低入札業務における品質確

保対策の試行についての一部改正に伴う算出割合変更 

 

第４ 調査･測量･設計業

務等特別仕様書記載例 

Ⅴ 現場技術業務 

○ ・現場技術業務民間競争入札実施要項の改定に伴う改定 

・旅費交通費積算要領改定に伴う追記 

・建設コンサルタント業務等低入札業務における品質確

保対策の試行についての一部改正に伴う算出割合変更 

 

第４ 調査･測量･設計業

務等特別仕様書記載例 

Ⅵ 記録映像制作業務 

○ ・情報共有システムについて対象外に改定 

・旅費交通費積算要領改定に伴う追記 

 

 

第４ 調査･測量･設計業

務等特別仕様書記載例 

Ⅶ 施設機能診断業務 

○ ・「業務写真における黒板情報の電子化」チェックシステ

ム URL の修正 

・建設コンサルタント業務等低入札業務における品質確

保対策の試行についての一部改正に伴う算出割合変更 

・（字句等の軽微な修正） 

 

第５ 設計業務における

照査技術者の配置につい

て 

－ ・改定なし  

第６ 電子成果品作成費

について 

－ ・改定なし  

第７ 調査・測量・設計

業務等に関する運用事項 

○ ・パイプライン附帯構造物の対象施設（追記） 

・他省庁歩掛等の取扱い（削除） 

・「国家公務員等旅費に関する法律」（旅費法）改正に伴

う旅費交通費算定の改定 

・（字句等の軽微な修正） 

 

第８ 設計業務歩掛見積

り要領について 

－ ・改定なし  

 ※調査･測量･設計業務等特別仕様書記載例は以下の URL より。 

https://www.maff.go.jp/j/nousin/seko/kyotu_siyosyo/k_tokubetu/ 
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Ⅶ．設計業務管理の手引書  

【6農振第 2803 号 R7.3.26 部長通知_R7 から適用する土地改良事業等に関する積算基準に係る運用等の改正について】 

項   目 区分 改  定  要  旨 備考 

設計業務管理の手引書 － ・改定なし（図書発行年月及び字句等の軽微な修正の

み） 

 

 ※設計業務管理の手引書は以下の URL より。 

https://www.maff.go.jp/j/nousin/seko/kyotu_siyosyo/k_tokubetu/ 

 

 

Ⅷ．技術者基準日額 

(1)令和７年度調査設計業務等の技術者基準日額 

【6農振第 2564 号 R7.2.21 局長通知）_R7.3 から適用する調査設計業務等の技術者基準日額、施設機械工事等の労務単価】 

項   目 区分 改  定  要  旨 備考 

１ 技術者基準日額 ○ ・基準日額を更新（令和６年度→令和７年度）  

２ 記録映像製作業務の

基準日額 

○ ・基準日額を更新（令和６年度→令和７年度）  

 

 

Ⅸ．測量機械等損料 

(1)測量業務等の機械経費 

 【6 農振第 2802 号 R7.3.26 局長通知_R7 から適用する土地改良事業等に関する積算基準の改正について】 

項   目 区分 改  定  要  旨 備考 

１ 測量機械等損料 － ・改定なし  

２ 記録映像製作機械等

損料 

－ ・改定なし  

 

 

Ⅹ．関連資料等 

(1)調査・測量・設計業務共通仕様書 

 【6 農振第 2802 号 R7.3.26 局長通知_R7 から適用する土地改良事業等に関する積算基準の改正について】 

項   目 区分 改  定  要  旨 備考 

地質・土質調査業務共通

仕様書 

○ ・打合せ等について「ワンデーレスポンス」の内容を追

加 

・個人情報の取扱いについての記載法令の一部を削除 

・業務内容について「計画準備」の内容を追加 

 

測量業務共通仕様書 ○ ・打合せ等について「ワンデーレスポンス」の内容を追

加 

・個人情報の取扱いについての記載法令の一部を削除 

 

設計業務共通仕様書 ○ ・打合せ等について「ワンデーレスポンス」の内容を追

加 

・個人情報の取扱いについての記載法令の一部を削除 

 

業務請負契約、調査・測

量・設計業務共通仕様書

等に基づく提出様式 

○ 

 

・業務関係書類一覧表の提出書類の見直し 

 （個人情報が含まれる資料の取扱い） 

 

 ※調査・測量・設計業務共通仕様書は、以下の URL より。 

  https://www.maff.go.jp/j/nousin/seko/kyotu_siyosyo/k_gyomu/index.html 
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●その他通知の改正等情報 

(1) 農林水産省農村振興局測量作業規程 

【※R7.6.20 時点未改正】 

項   目 区分 改  定  要  旨 備考 

測量作業規定 

（一部改正） 

○ 国土地理院の公共測量の「作業規定の準則」が令和６

年度末改正されたことに伴い、農林水産省農村振興局制

定「測量作業規程」を改正予定。 

 

〔改正内容（参考：国土地理院改定内容）〕 

 １．全国の標高成果の改定に関連する条文の改正 

２．ＧＮＳＳ標高測量の導入 

３．「三次元点群データを使用した断面図作成マニュア

ル」の準則への反映 

４．その他 

・航空レーザ測量及び航空レーザ測深測量のオリ

ジナルデータに関する規定に点密度を追加 

・計算式（平面直角座標 → 経緯度座標への変換）

の改善 

 

 

※現行の測量作業規定は、以下の URL より。 

https://www.maff.go.jp/j/nousin/seko/kyotu_siyosyo/k_sokuryo/ 

 

(2) 工事及び業務における受発注者間の情報共有システムの活用について  

【6農振第 2084 号 R7.3.27 課長通知_R6 から適用する土地改良事業等に関する積算基準類に係る通知の改正について】 

項   目 区分 改  定  要  旨 備考 

工事及び業務における受

発注者間の情報共有シス

テムの活用について 

（一部改正） 

○ ・字句修正 

 

 

※工事及び業務における受発注者間の情報共有システムの活用については、以下の URL より。 

https://www.maff.go.jp/j/nousin/seko/ASP/index.html 
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２．設計基準類の制改定について 
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計画・設計・管理基準類の整備状況 

（令和７年５月 現在） 
計 画 基 準 設 計 基 準 その他の技術資料 その他の技術資料 

名   称 制改定 備 考 名   称 制改定 備 考 名   称 制改定 備  考 名   称 制改定 備  考 
農業用水(水田) 
農業用水(畑) 
水温水質 
排水 
開  墾 
農地開発（開畑） 
海面干拓 
湖沼干拓 
埋  立 
ほ場整備（水田） 
ほ場整備（畑） 
暗渠排水 
土層改良 
農地保全 
水質障害対策 
農  道 
農地地すべり防止対策 

 

 

 

 H22. 7 
 H27. 5 
 S42.11 
R 7. 4 

 S31.12 
 S52. 1 
 S27.12 
 S31.12 
 S31.12 
 H25. 4 
 H19. 4 
 H29. 5 
 S59. 1 
 S54. 7 
 S55. 8 
R 6. 3 
R 4. 5 

 
 
 

R6.3 一部改正 
R6.3 一部改正 
 
 
 
S59.1 一部改正 
 
 
 
R6.3 一部改正 

R2.7 一部改正 
R2.7 一部改正 
 
 
 
 
 
 
 
 

ダ ム 
頭首工 
水路工 
パイプライン 
水路トンネル 
ポンプ場 
農 道 
 
 

 H15. 4 
H 7. 7 

 H13. 2 
 R 3. 6 
H 8.10 

 H 9. 1 
R 6. 3 

 
 

 
R 6.3 一部改正 
H26.3 一部改正 
 
H26.3 一部改正 
H30.5 一部改正 
 

ここが知りたい Q&A 
よりよき設計のﾎﾟｲﾝﾄ 
頭首工の魚道 
限界状態設計法 
地すべり防止対策 
混合擁壁、二重締切、杭基礎 

環境との調和に配慮した事

業実施のための調査計画・設

計の手引き   (第 1 編） 
  〃    (第 2 編） 

  〃    (第 3 編） 

  〃    技術指針 

農業農村整備事業におけ

る景観配慮の手引き 
  〃  技術指針 
農業水利施設のコンクリー

ト構造物 調査・評価・対策

工法選定マニュアル 
農業水利施設の機能保全

の手引き 
〃「パイプライン」 
〃「開水路」 
〃「頭首工」 
〃「水路トンネル」 
〃「頭首工(ゲート設備)」 
〃「ポンプ場(ポンプ設備)」 
〃「頭首工(ゴム堰)」 
〃「除塵設備」 
〃「電気設備」 
〃「水管理制御設備」 
農業水利施設の長寿命化

のための手引き 
農業水利施設の補修・補

強工事に関するマニュア

ル 
【開水路編】 
【ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ編】（案） 
【鋼矢板水路腐食対策

（補修）編】（案） 
【鋼管等腐食対策編】

（案） 
【水路トンネル編】 
 

 H15. 3 
 H10. 3 
 H14.10 
 H 4. 3 
 H 5.12 
 H 6. 8 
  
 
 H14. 2 
 H15. 3 
 H16. 5 
 H27. 5 
 H18. 5 
 
R 7. 4 

 H19. 4 
 
 
R 5. 4 

 
 H28. 8 
 H28. 8 
 H28. 8 
 H28. 8 
 H22. 6 
 H25. 4 
 H25. 4 
 H25. 4 
 H25. 5 
 H25. 5 
 H27.11 
 
 
 
 
 R 5. 3 
 H29. 4 
 R 1. 9 
 
 R 2. 3 
 
 R 3. 6 
 

 
H2 3 . 3 は 対外説明不可 

H26.3 一部改正 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

地すべり防止施設の個別施

設計画（長寿命化計画）策定

の手引き 
地すべり防止施設の機能保

全の手引き～統合版～ 
 

 H29. 3 
 
 
 H29. 3 

 

 

 

 

 
海面干拓 
水利ｱｽﾌｧﾙﾄ工(前編) 
水利ｱｽﾌｧﾙﾄ工(後編) 

 
 S41. 3 
 S42. 2 
 S45. 6 

 
 
 
 
 
 

 

技 術 指 針 等 （ 機 械 ） 
名   称 制改定 備  考 

〈技術指針〉 
水管理制御方式 
 ・畑地かんがい編 
 ・計画設計編 
鋼構造物計画設計 
 ・水門扉編 
 ・小形水門扉編 
 ・小水力発電編 
 ・除塵設備編 
電気設備計画設計 
 ・高低圧編 
 ・特別高圧編 
ゴム引布製起伏堰施設  
高Ｎｓ･高流速ﾎﾟﾝﾌﾟ設
備計画 
バルブ設備計画設計 
〈手引き〉 
土地改良事業用無線等
通信 
無塗装耐候性橋梁・計画
・設計・施工 
 

 
 
 S51. 5 
R 6.10 

  
 H21. 3 
 H22. 3 
 H26.12 
 H13. 3 
         
 H19. 3 
 H20. 3 
 H19. 3 
 H18. 3 
 
 H13. 3 
 
 H18. 6 
 
 H 4. 6 
 

 
 
 
 
 
ダム水門と統合 
(利用の手引き） 
 
H27.3 一部改正 
 
R1.9 一部改正 
 
 
 
 
H27.3 一部改正 
 
 

         設 計 指 針         
    名   称      制改定   備 考  
耐震設計 
ﾌｧｰﾑﾎﾟﾝﾄﾞ 
ため池整備 

 H27. 5 
 H11. 3 
 H27. 5 

 

計 画 指 針 
名   称 制改定 備 考 

防風施設 
畑地帯集水利用 
農村環境整備 
   〃  （追補） 
   〃  （追補） 
   〃  （一部改正） 
   〃  （一部改正） 
     〃  （追補） 
 
 
農地開発（改良山成工） 
 
マイクロかんがい 
 

 

 S62. 9 
 H 2. 4 
 H 9. 2 
 H11. 3 
 H12. 3 
 H18. 3 
 H18.10 
  〃 
 
 
 H 4. 5 
 
 H 6. 4 
 

 

 
 
 
水辺環境施設 
地域エネルギー利活用施設 
農業集落配水施設 
農村防災安全計画 
高齢者・障害者に配慮した農村

整備、有機性資源循環利用施設 
 

 

        標 準 設 計          
    名   称      制改定   備 考  
農地造成 
ほ場整備 

 H 1. 1 
 H 3. 3  

管 理 基 準 
名   称 制改定 備 考 

土地改良施設管理基準 
  ダ   ム 編 
    排 水 機 場 編 
    頭 首 工 編 
    用 水 機 場 編 

 

 
R 5. 5 

 H20. 9 
 R 7. 5 
 H30. 5 

 

 

 

注）①計画・設計基準 ：土地改良事業を適正かつ効率的に実施するために定めた技術基準であり、計画基準は調査・計画について、設計基準は工事の設計・施工について遵守すべき基準を定
めたもの。 

②管理基準    ：国営土地改良事業で新築又は改築された国営造成施設の管理に当たって遵守すべき一般的な事項を定めたもの。 
③その他の技術資料：「指針」は、基準の一部についての詳述や開発段階にある技術等を内容とした技術参考資料、「手引き」は土地改良事業等の実施に当たり新たな課題に対応する取組

を実施するための基本的な考え方等についてとりまとめた技術参考資料、その他の資料は参考となる設計手法、新工法等を解説した設計技術資料。 
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〔参考〕改定概要（農水 HP農業農村整備部会関係資料より） 

■土地改良事業計画設計基準 計画「排水」（R7.4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■農業農村整備事業における景観配慮の技術指針（R7.4） 
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■土地改良施設管理基準「頭首工」（R7.5） 
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１．令和７年度 土地改良工事積算基準(土木工事)等の改正概要 ・・・・・・・・・Ｂ－ 1 

 

２．土地改良工事積算基準(土木工事)の改正要旨・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｂ－３０ 

土木工事積算基準関係



 

あ 
 



 
 
 

 
 

令和７年７月 

土地改良技術事務所建設技術課 

 

令和７年度 土地改良工事積算基準（土木工事）等の改正概要 

 

１．はじめに 

土地改良工事積算基準等は、標準的な工事の価格が適正に算定できるよう実態調査の結果に基づ

き随時改正を行っています。また、品質確保対策及び働き方改革に関連する各種通知が例年多数発

出されています。 

本紙は、令和７年４月の積算基準（土木工事）に係る各種通知の概要について記載するものです。 

 

２．改正通知の一覧 

（１）土地改良工事積算基準（土木工事）に係る改正通知等一覧（令和７年６月 20 日時点） 

文書名、内容については土木工事に関する事項を抜粋して記載しています。 

番号 
施行日 

文書番号 
施行者 文書名 内容 

1 令和 7 年 2

月 17 日付  

6 農 振 第

2553 号 

農村振興局長 令和７年３月から適用する公共工事設

計労務単価について 

R7 年度労務単価 

2 令和 7 年 2

月 18 日付  

6 予第 2177

号 

大臣官房参事官

（経理） 

「令和７年３月から適用する公共工事

設計労務単価について」の運用に係る

特例措置について 

R7 年度労務単価特例措置 

3 令和 7 年 3

月 26 日付 

6 農 振 第

2802 号 

農村振興局長 令和７年度から適用する土地改良事業

等に関する積算基準類の改正について 

通称：局長通知 

3-1 〃 〃 １ 土地改良事業等請負工事共通仮

設費算定基準について 

通称：共通仮設費算定基準 

本紙３．（１）参照 

3-2 〃 〃 ２ 土地改良事業等請負工事標準歩

掛について 

通称：標準歩掛 

本紙３．（２）イ 参照 

 〃 〃 ３～13 [略]  

4 令和 7 年 4

月 9 日付 6

農振第 2802

号－1 

農村振興局長 「令和７年度から適用する土地改良事

業等に関する積算基準類の改正に 

ついて」の一部修正について 

2802 号の一部修正 

5 令和 7 年 3

月 26 日付 6

農振第 2803

号 

農村振興局整備

部長 

令和７年度から適用する土地改良事業

等に関する積算基準類に係る運用等の

改正について 

通称：部長通知 

5-1 〃 〃 １ 土地改良事業等請負工事の積算

参考歩掛について 

通称：参考歩掛 

本紙３．（２）ウ 参照 

5-2 〃 〃 ２ 土地改良事業等請負工事積算基

準等の運用について 

通称：基準の運用 

本紙３．（５） 参照 

5-3 〃 〃 ３ 施工パッケージ型積算方式の試

行について 

通称：施工パッケージ 

本紙３．（２）エ 参照 

5-4 〃 〃 ４ 施工パッケージ型積算方式の試

行に係る標準単価について 

通称：施工パッケージ標準単

価表 
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 〃 〃 ５～12 [略]  

6 令和 7 年 3

月 28 日付 6

農振第 3022

号 

農村振興局整備

部設計課長 

令和７年４月より適用する「土地改良

事業等請負工事積算基準」 等に係る取

扱いについて 

本紙５．（１）参照 

7 令和 7 年 3

月 28 日付

事務連絡 

農村振興局整備

部設計課施工企

画調整室課長補

佐（積算基準班） 

「令和７年４月より適用する「土地改

良事業等請負工事積算基準」等に係る 

取扱いについて」の運用について 

本紙５．（１）参照 

8 令和 7 年 3

月 27 日付 6

農振第 2084

号 

農村振興局整備

部設計課長 

令和７年度から適用する土地改良事業

等に関する積算基準類に係る通知の改

正について 

通称：課長通知 

8-1 〃 〃 １ 工事費等の積算基準の公表図書

について（一部改正） 

公表図書の見直し 

8-2 〃 〃 ２ 国営土地改良事業等請負工事に

おける「工事工種の体系化」につ

いて（一部改正） 

工事工種体系ツリーの見直

し 

 

8-3 〃 〃 ３ 工事における週休２日の取得に

要する費用の計上に関する試行に

ついて（一部改正） 

週休２日補正に関する見直

し 

本紙５．（２）参照 

8-4 〃 〃 ４ 工事における現場環境改善費の

積算要領について（一部改正） 

現場環境改善費率の見直し 

本紙５．（３）参照 

8-5 〃 〃 ５ 工事及び業務における受発注者

間の情報共有システムの活用につ

いて 

一部見直し 

8-6 〃 〃 ６ 快適トイレの導入に関する試行

について 

語句修正 

9 令和 7 年 3

月 27 日付

事務連絡 

農村振興局整備

部設計課施工企

画調整室長 

令和７年度土地改良工事数量算出要領

（案）（土木工事）及び令和７年度土地

改良工事数量算出要領（案）（施設機械

工事）の制定について 

一部見直し 

10 令和 4 年 8

月 8 日付 4

予第 817 号 

大臣官房参事官

（経理） 

工事請負契約書第 26 条第５項の運用

について 

本紙６．（２）・（３）参照 

11 令和 4 年 11

月 17 日付

事務連絡 

農村振興局整備

部設計課施工企

画調整室長 

建設キャリアアップシステム義務化モ

デル工事及び活用推奨モデル工事の積

算について 

本紙５．（５）参照 

12 令和 5 年 4

月 10 日付

事務連絡 

 

農村振興局整備

部設計課施工企

画調整室課長補

佐（積算基準班） 

ため池工事積算マニュアル（案）につ

いて 

本紙５．（６）参照 

13 令和 7 年 4

月 7 日付 7

農振第 3 号 

農村振興局整備

部設計課長 

「コンクリート構造物におけるプレキ

ャストコンクリート製品の導入促進に

ついて」の一部改正について 

通知の一本化 

プレキャスト製品導入の可

否に精査が必要な場合の検

討方法を追記 

注）今後も新たに通知や正誤表が発出される場合があります。 

 

（２）各種通知の掲載 web ページ 

各種通知は下記 web ページに記載されています。（一部例外あり） 

https://www.maff.go.jp/j/nousin/sekkei/index.html 
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３．土地改良工事積算基準（土木工事）改正の概要 

以下に、基準等改正のポイントを記載します。主要なものだけとしますので、詳細は通知本文に

てご確認ください。 

（１）土地改良事業等請負工事共通仮設費算定基準 

・質量 20t 以上の建設機械運搬方法に関する表改正。 

 
 

 

（２）標準歩掛、積算参考歩掛及び施工パッケージ 

新設、廃止、適用範囲の変更等、特に留意が必要な改定を抜粋して記載します。その他の改定は

別添の改正要旨及び通知文書を参照してください。 

ア．各項目共通 

全般的に下記の見直しを行っています。 

・燃料消費量の見直し 

・機械規格（主に排出ガス対策型）の見直し 

・歩掛労務数量や諸雑費率、日当たり施工量の見直し 

・歩掛名称の見直し 
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イ．標準歩掛 

項目 改正概要 

１．土工 

② 機械施工の

共通事項 

農用地造成工事におけるレーキドーザ機種選定表の改正 

 
 

 

 
 

２．共通工 

④ 裏込工（ブ

ロック張） 

施工パッケージ「胴込・裏込材（砕石）」への統合により歩掛廃止 

４．基礎工 

⑦ 場所打杭工

（アースオー

ガ工・硬質地

盤アースオー

ガ） 

施工事例減少等により歩掛廃止 

４．基礎工 

⑧ 軟弱地盤処

理工（スラリ

ー攪拌工） 

機種選定表及び１日当たり施工本数表における区分の大括り化 

諸雑費率に含む機械の追加 

 

 
 

 

 
 

（次ページへ続く） 
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６．河川・水

路工 

③ 排水材設置

工（構造物背

面排水材） 

歩掛名称の変更、参考図の追加 

 
 

 

７．管水路工 

② 硬質ポリ塩

化ビニル管人

力布設 

布設歩掛及び接合歩掛注釈の情報追記、参考図の追加 

 

 
 

 

 
 

（次ページへ続く） 
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７．管水路工 

③ 硬質ポリ塩

化ビニル管機

械布設 

布設歩掛及び接合歩掛注釈の情報追記、参考図の追加 
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８．道路工 

⑦ 排水材設置

工（水平排水

層） 

新規制定 

 
 

10．農地造成

工 

② レーキドー

ザ伐根 

選定機種、現場条件判定基準の改正 

 

 

 
（次ページへ続く） 
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10．農地造成

工 

③ レーキドー

ザ排根 

選定機種、現場条件判定基準の改正 

 

 
 

（次ページへ続く） 
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12．地すべり

防止工 

⑤ 地すべり防

止工（じゃか

ご） 

使用実績がないことにより歩掛廃止 

15．仮設工 

② 大型土のう

工 

適用範囲及び積算区分の改正（詳細については令和７年度土地改良工事積算

基準（土木工事）参照） 

 
 

 

 
 

 

15．仮設工 

③ 水替工（小

口径） 

排水量区分の適用範囲拡大、動力源区分の商用電源を削除 

 

 
 

 

 
（次ページへ続く） 
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15．仮設工 

④ 締切排水工 

排水量区分の適用範囲拡大、積算条件の揚程を区分 

 

 

 
 

 

 
 

 

（次ページへ続く） 
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15．仮設工 

⑱ 油圧圧入引

抜工（ハット

形鋼矢板） 

鋼矢板型式に 45H、50H 新設、移動時間等施工実態の変動を日当たり施工量へ

反映（詳細については令和７年度土地改良工事積算基準（土木工事）参照） 
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15．仮設工 

⑲ 油圧圧入引

抜工（硬質地

盤） 

鋼矢板型式に 10H、25H の追加、最大 N 値区分の改正、移動時間等施工実態の

変動を日当たり施工量へ反映（詳細については令和７年度土地改良工事積算

基準（土木工事）参照） 

 
 

 

 
 

 

ウ．積算参考歩掛 

項目 改正概要 

４．基礎工 

② 中層混合処

理工 

別途追加計上できる項目の追記 
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エ．施工パッケージ 

項目 改正概要 

１．土工 

① 土量変化

率 

適用土質区分の改正 

 
 

 

 
 

 

１．土工 

② 土工 

人力積込における適用土質区分の改正 

 
 

 

（次ページへ続く） 
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２．共通工 

② 補強土壁

工（帯鋼補強

土壁、アンカ

ー補強土壁、

ジオテキスタ

イル補強土

壁） 

まき出し、敷均し、締固めに関する注釈の改正 

 
 

 

 
 

 

２．共通工 

③ 補強盛土

工 

まき出し、敷均し、締固めに関する注釈の改正 

 
 

 

 

（次ページへ続く） 
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２．共通工 

⑤ 大型ブロ

ック積（張）

工 

大型ブロックの材料費を別途計上とする改正 

 

 
 

 

 
（次ページへ続く） 
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２．共通工 

⑪ 吹付法面

とりこわし工 

適用範囲の改正 

 
 

 

 
 

 

４．基礎工 

① 粉体噴射

攪拌工（DIM

工法） 

施工事例減少等により廃止 

６．河川・水

路工 

① 消波根固

めブロック工 

適用できない範囲の改正、作業内容内訳及び使用機械の改正（詳細について

は令和７年度土地改良工事積算基準（土木工事）参照） 

 

 
 

 

 

（次ページへ続く） 
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８．道路工 

② 路盤工 

適用範囲の改正、不陸整正補足材の積算条件区分大括り化（詳細については

令和７年度土地改良工事積算基準（土木工事）参照） 
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８．道路工 

⑥ 暗渠排水

管布設 

適用範囲及び積算条件区分の改正（詳細については令和７年度土地改良工事

積算基準（土木工事）参照） 

 
 

 

 

（次ページへ続く） 

 
 

 

10．その他 

① 作業日当

り標準作業量 

日標準作業量の改正（消波根固めブロック工、路盤工、暗渠排水管布設） 

 

 

（３）土地改良事業等請負工事機械経費算定基準 

・運転１時間当たり燃料消費量の見直し。 

別表 第１ 土地改良事業等一般機械損料算定表 改正なし 

別表 第２ 土地改良事業等船舶損料算定表 改正なし 

別表 第３ 土地改良事業等農用地整備用機械損料算定表 改正なし 

別表 第４ 土地改良事業等ダム工事用仮設備機械等損料算定表 改正なし 

別表 第５ 一般機械、船舶及び農用地整備用機械を国が無償で貸与する機械

に係る年間管理費率 

改正なし 

別表 第６ 運転 1 時間当たり燃料消費率 改正なし 

別表 第７ 消耗部品の損耗費及び修理費 改正なし 

 

（４）土地改良事業等請負工事仮設材経費算定基準 

・別表の諸数値の見直し。 

別表第１ ウェルポイント機械器具損料算定表 改正なし 
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（５）土地改良事業等請負工事積算基準等の運用 

項目 改正概要 

Ⅲ．土地改良

事業等請負工

事共通仮設費

算定基準の運

用事項 

 

第 3.2．共通

仮設費率及び

現場管理費率

の補正 

処分費等の対象について、積込を含めて改正 

 
 

 

 
 

 

15．仮設工 

⑰ 油圧圧入引

抜工 

継ぎ施工費の見直し 

 

20．その他 

⑪ バイブロハ

ンマ工（継施

工） 

継ぎ施工費の見直し 

 

20．その他 

⑫ 油圧圧入引

抜工（ハット

形鋼矢板） 

継ぎ施工費の見直し 

 

Ⅴ 土地改良事

業等請負工事

機械経費算定

基準の運用事

項 

【ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ及びｽｸﾚｰﾊﾟ】、【掘削及び積込機】、【運搬機械】、【造成用機械】の

削除 

Ⅵ．土地改良

事業等請負工

事仮設材経費

算定基準の運

用 

 

仮設材賃料の

補正 

たて込み簡易土留の修理費及び損耗費について計算式等を追加 
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４．土木工事市場単価及び土木工事標準単価 

令和７年度は下記の１工種が改定されています。詳細は「土木コスト情報」、「土木施工単価」、

「土木施工単価の解説」を参照してください。 

土木工事市場単価（改定） 防護柵設置工（落石防止網） 

 

 

 

 

 

  

「土木施工単価の解説」 

もあります。 
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５．各種通知 

特に留意が必要な事項を抜粋して記載します。その他は通知文書を参照してください。 

 

（１）令和７年４月より適用する「土地改良事業等請負工事積算基準」等に係る取扱いについて 

6 農振第 3022 号に基づき、令和７年４月 1 日以降に契約を締結する工事及び業務については、

新積算基準に関する周知期間、積算システムへの反映の期間等を考慮し、令和７年度積算基準によ

り積算された価格による変更協議が可能とされています。変更額の算定方法及びシステムの運用方

法は次のとおりです。 

 
令和７年３月 28 日付 6 農振第 3022 号「令和７年４月より適用する「土地改良事業等請負工事積算基準」等に係る取扱いについて」 

 

 

 
 

令和７年３月 28 日付事務連絡「令和７年４月より適用する「土地改良事業等請負工事積算基準」等に係る取扱いについて」の運用

について 
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（２）工事における週休２日の取得に要する費用の計上に関する試行について 

・週休２日補正区分を「週単位」及び「月単位」に改正 

・現場閉所による週休２日補正において機械経費（賃料）を削除 

改正後 現行 

〇現場閉所による週休２日の補正係数 

 
 

 

〇交替制による週休２日の補正係数 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

（３）工事における現場環境改善費の積算要領について 

・現場環境改善費率の改定 

改正後 現行 

 

 
 

 

 
 

 

（４）土地改良工事数量算出要領(案)（土木工事） 

令和７年度版が下記 web ページに掲載されています。 

https://www.maff.go.jp/j/nousin/seko/suryo/index.html 

 

（５）建設キャリアアップシステム(ＣＣＵＳ)活用工事の積算 

ＣＣＵＳ義務化モデル工事及びＣＣＵＳ活用推奨モデル工事におけるカードリーダー設置費用及

び現場利用料（カードタッチ費用）について、精算変更時に支出実績に基づき、現場管理費として

計上することを規定したものです。詳細は通知をご覧ください。 

 

（６）ため池工事積算マニュアル(案) 

ため池改修工事の積算および工事数量を算出する際の業務の合理化、効率化を図ることを目的に

令和５年４月に作成されました。関連業務に当たって、執務の参考とされてください。 
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６．その他 

（１）総価契約単価合意方式の試行に係る積算上の留意点（再周知） 

平成 30 年 10 月以降、工事の実施にあたり総価契約単価合意方式（包括的単価個別合意方式）が

導入されており、積算システムの操作は導入前に比べ複雑となっております。積算に当っては下記

の関係資料をよく確認してください。 

 

○実施要領、実施要領の解説 

https://www.maff.go.jp/j/nousin/sekkei/soukakeiyaku.html 

○平成 30 年度総価契約単価合意方式標準積算システム説明会資料、同演習用データ 

必要な場合は建設技術課までお問い合わせください。 

○留意事項 

・施工箇所点在型工事は、総価契約単価合意方式の対象外です。 

・前工事に続き、後工事を随意契約にて行う場合の後工事の積算は、標準積算システ

ムが非対応です。不明な点がある場合、手続き全般は原課へ、積算全般は積算技術

係までお問い合わせください。 

 

（２）各種スライドについて 

各種スライドに係る通知等は次のとおり整備されています。適用に当ってはこれらをご覧ください。 

番

号 
文書名 

制改定

等時期 
備考 

 【スライド全般】   

1 工事請負契約書第 26 条の積算上の取扱いについて R2.4.1  

 【全体スライド】   

2 工事請負契約書第２５条第１項～第４項（全体スライド条項）運

用マニュアル（暫定版） 

H25.9 ※国土交通省資料 

※25 条は現在の 26 条 

 

3 賃金又は物価変動に基づく請負代金の減額となる場合の工事請

負契約書第 25 条の運用について 

H11.7 ※25 条は現在の 26 条 

 【単品スライド】   

4 工事請負契約書第 26 条第５項の運用について R4.8  

5 工事請負契約書第 26 条第５項（単品スライド条項）運用マニュ

アル(案) 

R4.7 ※国土交通省資料 

単品スライド条項の運用の考え

方を整理したもの 

 【インフレスライド】   

6 「賃金等の変動に対する工事請負契約書第25条第６項（インフ

レスライド条項）運用マニュアル（暫定版）」について 

H26.3 ※25 条は現在の 26 条 

インフレスライド条項の運用の

考え方を整理したもの 

7 工事請負契約書第26条第６項（インフレスライド条項）の事務処

理について 

R5.1 ※北陸農政局会計課課長補佐

（事業経理）による内規 

 

○各種スライド条項の国土交通省ページ 

https://www.mlit.go.jp/tec/tec_tk_000101.html 

○留意事項 

・標準積算システムは、単品スライドおよびインフレスライドの足切り額計算に非対

応です。ご留意ください。 

・足切り額算定の Excel 様式がありますのでお問い合わせください。 
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（３）単品スライドの運用変更について（令和４年８月） 

単品スライドは、令和 4 年 8 月に下記のとおり運用の変更がありました。概要は下記のとおりです

が、詳細は通知本文、運用マニュアルにより確認してください。 

 

 

＜これまでの運用＞ 

（１） 工事材料の価格増加分について、工事材料の「実際の購入価格」（受注者が提出）と「購入

した月の物価資料の単価」を比較し、安い方の単価を用いて請負代金額を変更。 

（２） 鋼材類や燃料以油以外の主要な工事材料について、単品スライド条項を適用しようとする

場合は、あらかじめ本省の関係局（庁）の長に協議が必要。※ 

 

＜新たな運用＞ 

（１） 購入価格が適当な金額であることを証明する書類を提出した場合は、「実際の購入価格」の

方が「購入した月の物価資料の単価」より高い場合であっても、「実際の購入価格」を用いて

請負代金額を変更することが可能。 

（２） 商慣行により、「実際の購入価格」を示せない場合は、購入時期を証明できれば、「購入し

た月の物価資料の単価」を用いて請負代金額を変更することが可能。 

（３） 主要な工事材料について、単品スライド条項を適用しようとする場合、本省関係局（庁）

の長への協議が不要。※ 

 

※農林水産省の機関に関する運用 

令和４年８月８日付４予第 817 号「工事請負契約書第 26 条第５項の運用について」に付帯の<参考資料>より 
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７．標準積算システム（R3）操作における留意点 

（１）システム操作説明書 

標準積算システム（R3）の操作説明書は農林水産省ポータルサイトのＮＮシステム掲示板から参

照できます。国の機関ではない方は、各機関のシステム管理者等から入手してください。 

 

（２）施工パッケージにおける代表材料規格の選択について 

一部の施工パッケージ単価は、材料規格をプルダウンメニューから選択するのではなく、「材

料規格の変更」ボタンから変更する仕様となっていますのでご留意ください。 

 

○操作手順（例） 

SP ボックスカルバート機械据付において、ボックスカルバート規格を「内幅 1.5m 内高 1.0m

長 2.0m T-25(RC)土被り 0.2～3.0m」から「同内高 1.2m」に変更する場合。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

デフォルトの状態では、ボックスカルバートの規

格は、「内幅 1.5m 内高 1.0m 長 2.0m T-25(RC)土

被り 0.2～3.0m」です。 

 

① 材料規格を変更したい場合、「材料規格の変

更」をクリックします。 

「施工パッケージ単価材料規格変更」画面が開き

ます。 

② 変更したい材料をクリックした後、「単価選

択」ボタンをクリックします。 

次のページへ続く 
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「単価選択」画面が開きます。 

③ 設定したい単価を選択し、「OK」をクリック

します。 

 

「単価選択」画面が閉じられ、「施工パッケージ

単価材料規格変更」画面に戻ります。 

※材料規格が P13419(内高 1.0m)から P13420(内

高 1.2m)に変更されました。 

④ 「閉じる」をクリックします。 

「施工パッケージ単価材料規格変更」画面が閉じ

られ、「施工パッケージ単価条件設定」画面に戻

ります。 

※材料一覧の材料規格が変更されています。 

⑤ 材料規格が正しく変更されていることを確

認して終了です。 

条件値を変更すると、変更した材料規格が代表材料規格に戻ってしまうため、十分に注意してください。 

前のページからの続き 

CHECK 

CHECK 
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（３）出来高積算実施の留意点 

標準積算システムには、工事鏡にて「週休２日補正」

項目を選択することで、諸経費の補正ができる機能が実

装されており、最終変更時にあっても現場閉所の実態に

応じて精査を行うことができます。 

しかし、システムにて出来高積算（物価変動出来高積

算も同様）を行った後は、週休２日補正区分の変更が出

来なくなります。（出来高積算後は、出来高部分の数量変

更等が出来なくなる仕様）この場合、別途積算書を作

成、又は Excel にて率対象額～諸経費を算定することと

なります。 

これを回避するため、出来高積算書は作成しても管理

領域へ登録せず、必要な帳票を出力した後削除する、ス

ライドを物価変動出来高積算機能を使わずに行う等の対

応が考えられますが、何が合理的の方法かはケースバイケースです。各機能のメリット、デメリ

ットを勘案の上システムを利用してください。 

 

 

 

 

 

※注  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 出来高積算機能イメージ 

出来高積算後は、週休２日補正がグレーアウトし変更出来なくなる 

（他のグレーアウトした補正も同様） 
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８．歩掛調査について（お願い） 

平素より歩掛調査にご協力を頂き、ありがとうございます。 

調査では、受発注者の皆様に記入頂いた調査票を集計・解析しておりますが、記入不備や添付資料

の不足によりやむを得ず無効となる場合があります。貴重なデータを有効活用するため、提出前に今

一度のご確認をお願いいたします。 

 

○添付資料が揃っていますか？ 

施工計画書や資機材カタログの添付が必要です。 

○発注者の記入、チェック欄に漏れはありませんか？ 

各調査票には、発注者が記入する欄もあります。 

○調査票は施工前に確認するよう、受注者様にお伝えください。 

施工後にまとめて整理・記入しようとしても、必要な情報が残っていないことがあります。 
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項　　　目 区分 改　　正　　要　　旨 備考

－

項　　　目 区分 改　　正　　要　　旨 備考

工種区分 －

現場管理費率 －

一般管理費等 －

項　　　目 区分 改　　正　　要　　旨 備考

共通仮設費率 ○
技術管理費　ＩＣＴ建設機械に要する費用の改定
運搬費の積算　建設機械運搬方法の一部改正

項　　　目 区分 改　　正　　要　　旨 歩掛根拠 備考

第１　目　的 －

第２　適用範囲 －

第３　歩　掛 －

１．土　工

①土量変化率 － 共同

②機械施工の共通事項 ○ 機種の選定の改正 農林

③振動ローラ締固め － 共同

④盛土・埋戻 － 農林

⑤不整地運搬 － 農林

⑥人力荒仕上げ － 農林

２．共通工

①ネットフェンス工 － 農林

②防護柵等の支柱削孔 － 農林

③ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積（張）工 ○ 選定項目の追加 農林

④裏込工（ﾌﾞﾛｯｸ張） × 歩掛改定による統合（SP胴込・裏込材（砕石）へ統合） 農林

⑤人力小運搬 － 農林

⑥機械（不整地運搬車）
小運搬

○ 機械規格の改正 農林

⑦境界杭設置工 － 農林

１．土地改良工事積算基準（土木工事）の改正要旨

土地改良事業等請負工事の価格積算要綱

土地改良事業等請負工事積算基準

土地改良事業等請負工事共通仮設費算定基準

土地改良事業等請負工事標準歩掛
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⑧ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ法枠工 － 共同

⑨芝付工 － 農林

⑩安定処理工（自走式土
質改良工）

○ 機械規格の改正 共同

３．コンクリート工

①ダウエルバー取付 － 農林

②コンクリート打設足場工 － 農林

４．基礎工

①鋼管杭・既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭
打工（ﾊﾟｲﾙﾊﾝﾏ工）

－ 共同

②既製杭の杭頭処理工 〇 機械規格、燃料消費量の改正 共同

③既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭ｶｯﾄｵﾌ
工

－ 共同

④鋼管・既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭打
工（中掘工法）

－ 共同

⑤場所打杭工（大口径
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ工）

－ 共同

⑥場所打杭工(ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰ
ﾙﾊﾝﾏ工)

－ 共同

⑦場所打杭工（ｱｰｽｵｰｶﾞ
工・硬質地盤ｱｰｽｵｰｶﾞ）

× 歩掛廃止 共同

⑧場所打杭工(ﾘﾊﾞｰｽｻｰ
ｷｭﾚｰｼｮﾝ工)

－ 共同

⑨軟弱地盤処理工(ｽﾗﾘｰ
攪拌工)

〇 機械規格、歩掛、諸雑費率の改正 共同

⑩軟弱地盤処理工(高圧
噴射攪拌工)

－ 共同

⑪薬液注入工 － 共同

５．フリューム類据付工

①鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ機
械据付

－ 農林

②鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵渠人力
据付

－ 農林

③鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵渠機械
据付

－ 農林

④鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型水路
機械据付

－ 農林

⑤ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ据付（人
力）

－ 農林

⑥水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄＬ
形ﾌﾞﾛｯｸ機械据付

－ 農林

⑦リフト台車によるプレ
キャストコンクリート水路
据付

〇 機械規格の改正、施工単価条件表名称の変更 農林

６．河川・水路工

①ウィープホール取付 － 農林

②サイド・アンダードレー
ン工

－ 農林

③排水材設置工（構造物
背面排水材）

〇 項目名、小運搬距離設定、参考図追加の改正 共同

④ブロックマット設置工 － 農林

⑤消波工 － 共同

⑥かごマット工（多段積
型）

－ 共同

７．管水路工

①管水路基礎 － 農林

②硬質ポリ塩化ビニル管
人力布設

○ 接合歩掛に係る適用の明確化 農林

③硬質ポリ塩化ビニル管
機械布設

○ 接合歩掛に係る適用の明確化 農林

④強化プラスチック複合
管機械布設

○ 機械規格の改正 農林

⑤ダクタイル鋳鉄管機械
布設

－ 農林
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⑥鋼管機械布設 － 農林

⑦コルゲートパイプ機械
布設

－ 農林

⑧鋳鉄管切断 － 農林

⑨ＦＲＰＭ管切断 － 農林

⑩制水弁据付工（人力） － 農林

⑪制水弁据付工（機械） － 農林

⑫空気弁据付工（人力） － 農林

⑬小バルブ類取付工（人
力）

－ 農林

８．道路工

①路体・路床工 － 共同

②コンクリート舗装工 － 共同他

③グースアスファルト舗装
工

－ 共同

④ＰＣ橋架設工 〇
コンクリート工注釈の改正（型枠の適用に関する変更）
ワイヤーブリッジ工及び登り桟橋工の工費算定式（係数）の改正

共同

⑤防護柵設置工 － 共同他

⑥舗装版削孔工（ｱｽﾌｧﾙ
ﾄ舗装版）

－ 共同

⑦排水材設置工（水平排
水層）

☆ 新規制定（国交省） 共同

９．ほ場整備工

①ほ場整備整地工（標準
区画0.3ha以上）

－ 農林

②ほ場整備整地工（標準
区画0.3ha未満）

－ 農林

③ほ場整備整地工（標準
区画0.3ha未満バックホウ
による施工）

－ 農林

④基盤整地及び簡易整
備

〇 機械規格の改正 農林

⑤暗渠排水工 〇 機械規格の改正 農林

⑥畦畔整形工 － 農林

10．農地造成工

①人力刈払 － 農林

②レーキドーザ抜根 〇 普通レーキドーザの削除 農林

③レーキドーザ排根 〇 普通レーキドーザの削除 農林

④リッパドーザ岩掘削 〇 機械規格の改正 農林

⑤リッパドーザ（耕起・深
耕）

〇 機械規格の改正 農林

⑥有機質資材散布（ﾏﾆｱ
ｽﾌﾟﾚｯﾀﾞ）

－ 農林

⑦ロータリ（直装式）耕起
砕土

－ 農林

⑧石礫除去工（人力） － 農林

⑨石礫除去工（機械） － 農林

⑩雑物除去（農用地造成
工用）

－ 農林

⑪畑面植生 － 農林

11．トンネル工

①岩トンネル（レッグ工
法）

－ 農林

②岩トンネル（ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ
工法）

－ 農林

③トンネル仮設備 － 農林

1２．地すべり防止工

①集水井工（ライナープ
レート土留工法）

－ 共同

B-32



②集排水ボーリング工
（ロータリー式）

－ 農林

③集排水ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ孔洗浄
工

－ 共同

④地すべり防止工（ふと
んかご）

－ 共同

⑤地すべり防止工（じゃか
ご）

× 歩掛廃止 共同

⑥山腹水路工 － 共同

13．コンクリート補修工

①ひび割れ補修工 － 農林

②開水路目地補修工（充
填工）

－ 農林

③既設水路断面修復・表
面被覆工

－ 農林

14．復旧工

①畦畔復旧工 － 農林

②耕地表土掘削・埋戻
（機械）

－ 農林

③耕地復旧（耕起） － 農林

15．仮設工

①土のう設置・撤去 － 農林

②大型土のう工 〇 製作・設置、製作、設置、撤去、撤去（再利用）、移設（撤去・再設置）へ細分化 共同

③水替工（小口径） 〇 適用範囲、歩掛、機械経費の改正 農林

④締切排水工 〇 適用範囲、歩掛、機械経費の改正 共同

⑤釜場設置撤去工 － 農林

⑥ウエルポイント － 共同

⑦仮設材設置撤去工 － 共同

⑧たて込み簡易土留 〇 作業能力の改正 農林

⑨鋼製足場 〇 歩掛適用範囲の改正 共同

⑩支保工 － 共同

⑪土工用マット敷設 － 農林

⑫敷鉄板設置撤去 － 農林

⑬仮橋・仮桟橋工 〇 機械規格の改正（45t吊の削除） 共同

⑭道路補修 － 農林

⑮ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板・
Ｈ形鋼)

〇 諸雑費補助文の改正 共同

⑯鋼矢板打込み(ｱｰｽｵｰ
ｶﾞ併用圧入工)

－ 共同

⑰油圧圧入引抜工 〇
日当り施工枚数、継ぎ施工補正率、諸雑費率の改正
燃料消費量、機械損料数量の改正

共同

⑱ 油 圧 圧 入 引 抜 工
（ハット形鋼矢板）

〇
鋼矢板規格45H、50Hの新設、日当り施工枚数、継ぎ施工補正率、諸雑費率の改正
燃料消費量、機械損料数量の改正

共同

⑲油圧圧入引抜工（硬質
地盤）

〇
鋼矢板規格10H、25Hの新設、日当り施工枚数、諸雑費率の改正
燃料消費量、機械損料数量の改正

共同

⑳交通誘導警備員 － 共同

16．共通仮設

①    重建設機械分解組
立運搬

〇 機械規格の改正 共同

②パイプライン継目試験 － 農林

③現場溶接部Ｘ線検査
(鋼管類)

－ 農林
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17．市場単価 － 市場

18．土木工事標準単価 － 標準

19．機械単価表 － 共同他
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土地改良事業等請負工事の参考歩掛　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

項　　　目 区分 改　　正　　要　　旨
歩掛
根拠

備考

１．土　工

①バックホウ掘削(超ロングアーム仕様) ○ 機械規格の改正 農林

②ダンプトラック運搬（標準以外） － 農林

③管水路基礎岩盤整形工（法面） － 農林

④管水路基礎岩盤整形工（基面） － 農林

２．共通工

①平石張工 － 共同

②現現場打コンクリート法枠工 － 共同

③空胴コンクリートブロック積 － 農林

④石積類とりこわし － 農林

⑤骨材再生工（自走式） － 共同

⑥柵工 － 農林

⑦ｶﾞｽ切断・開先加工 － 農林

⑧溶接（電気） － 農林

⑨ネットフェンス撤去工 － 農林

３．コンクリ－ト工

①モルタル工 － 農林

②コンクリートはつり（人力） － 農林

４．基礎工

②木杭打込み（機械） － 農林

③中層混合処理工 ○ 諸雑費率の改正 共同

５．河川・水路工

①浚渫工（バックホウ式浚渫船） － 共同

②合成ゴムシート布設工 － 農林

６．管水路工

①ダクタイル鋳鉄管人力布設 － 農林

②炭素鋼鋼管人力布設 － 農林

③強化プラスチック複合管機械布設（たて込
み簡易土留）

－ 農林

④ダクタイル鋳鉄管機械布設（たて込み
簡易土留）

－ 農林

⑤鋼管機械布設（小口径） － 農林

⑥高密度ポリエチレン管機械布設 － 農林

⑦管水路浅埋設工（ジオグリッド） － 農林

B-35



７．道路工

①簡易ケーブルクレーン設置・撤去工 － 農林

②ガードレール設置・撤去(橋梁建込) － 農林

③砂利舗装工③砂利舗装工 － 農林

８．ほ場整備工

①雑物除去（水田ほ場整備工） － 農林

②畦畔ブロック（人力） － 農林

③弾丸暗渠工 － 農林

９．農地造成工

①人力刈払後の集積 － 農林

②ブルドーザ畑面整地工 － 農林

10．トンネル工

①岩トンネル(機械掘削工法) － 農林

②土砂トンネル(人力掘削工法) － 農林

③トンネル（裏込め注入工） － 共同

④トンネル仮設備 － 農林

⑤その他 － 農林

11．地すべり防止工

①集水井内ボーリング用架設足場 － 農林

12．コンクリート補修工

①開水路目地補修工（成型ゴム挿入工） － 農林

②表面被覆工・アンカー固定式パネル工（無収縮モ
ルタル注入型）

－ 農林

③表面被覆工・アンカー固定式パネル工（緩衝材
設置型）

－ 農林

13．仮設工

①瀝青材散布 － 農林

②バイブロハンマ工（継施工） － 共同

③軽量鋼矢板打設・引抜（バイブロハンマ） － 農林

④仮設電気 － 農林

⑤運搬（伐開、除根、除草） － 農林

⑥地盤改良工（仮設道路基礎） － 農林

⑦現場内除雪工 － 農林
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項　　　目 区分 改　　正　　要　　旨 歩掛根拠 備考

１．土　工

①土質変化率 〇 適用土質の改正 共同

②土工 〇 使用機械及び条件区分の改正 共同

③作業土工（床掘工） － 共同

④法面整形工 － 共同

２．共通工

①かご工 － 共同

②補強土壁工（帯鋼補強土
壁アンカー補強土壁・ジオテ
キスタイル補強土壁）

－ 共同

③補強盛土工 － 共同

④プレキャスト擁壁工 － 共同

⑤大型ブロック積（張）工 － 共同

⑥石積（張）工 － 共同

⑦吸出し防止材設置工 － 共同

⑧舗装版切断工 － 共同

⑨舗装版破砕工 － 共同

⑩殻運搬 － 共同

⑪吹付法面とりこわし工 － 共同

⑫アンカー工
（ロータリーパーカッション式）

－ 共同

３．コンクリ－ト工

①基礎・裏込砕石工 － 共同

②コンクリート工 〇 注記の改正 共同

③型枠工 － 共同

④コンクリート継目工 － 共同

４．基礎工

①粉体噴射撹拌工（DJM工
法）

× 廃止 共同

５．フリューム類据付工

①コンクリート分水槽据付 － 共同

②ボックスカルバート機械据
付

－ 共同

６．河川・水路工

①消波根固めブロック工 〇 使用機械、作業定義の改正 共同

②捨石工 － 共同

③多自然型護岸工（木杭打
工）

－ 共同

7．管水路工

①遠心力鉄筋コンクリート管
（B形）機械布設

－ 共同

８．道路工

施工パッケージ型積算基準　
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①安定処理工 － 共同

②路盤工 〇 使用機械、労務編成の改正 共同

③アスファルト舗装工 － 共同

④マンホール据付 － 共同

⑤プレキャストＬ型側溝 － 共同

⑥暗渠排水管布設 〇 使用材料、使用機械の改正 共同

⑦路側工（据付け） － 共同

⑧路側工（取外し） － 共同

⑨防雪柵設置工 － 共同

⑩橋梁排水管設置 － 共同

⑪高欄設置工 － 共同

⑫鋼橋床版工 〇 条件区分の改正 共同

９．地すべり防止工

①集排水ボーリング工（ロー
タリーパーカッション式）

－ 共同

10．その他

①作業日当り標準作業量 ○ 日当たり標準作業量の見直し 共同

B-38



項　　　目 区分 改　　正　　要　　旨 備考

－

項　　　目 区分 改　　正　　要　　旨 備考

－

項　　　目 区分 改　　正　　要　　旨 備考

－

項　　　目 区分 改　　正　　要　　旨 備考

－

第３　運搬費、準備費、安全
費、役務費、技術管理費及び営
繕費の積算方法

○ 処分費に係る適用の明確化

項　　　目 区分 改　　正　　要　　旨 備考

－

7．管水路

⑤ダクタイル鋳鉄管機械布設 －

9．ほ場整備工 －

11．トンネル工 －

①岩トンネル（レッグ工法） －

15．仮設工

⑰油圧圧入引抜工 －

20.その他

⑪バイブロハンマ工（継施工） ○ 継ぎ施工費の改正

⑫油圧圧入引抜工
　　（ハット形鋼矢板）

－

⑭ダクタイル鋳鉄管機械布設
(たて込み簡易土留)

－

項　　　目 区分 改　　正　　要　　旨 備考

維持修理費 －

管理費 －

ダム用機械の適用範囲 －

超過勤務時の運転時間 －

現場供用日数 －

予備機械 －

無償貸与機械 －

豪雪補正 －

［Ⅳ．土地改良事業等請負工事標準歩掛の運用事項］　　　　　

［Ⅴ．土地改良事業等請負工事機械経費算定基準の運用事項］

［Ⅲ．土地改良事業等請負工事共通仮設費算定基準の運用事項］

２．土地改良工事積算基準（土木工事）　運用事項の改正要旨　　　　　

Ⅰ　土地改良工事積算基準（土木工事）関係
○土地改良事業等請負工事積算基準等の運用

［Ⅰ．土地改良事業等請負工事の価格積算要綱の運用事項］

［Ⅱ．土地改良事業等請負工事積算基準の運用事項］

☆ 新　規　制　定

◎ 全　面　改　正

○ 部　分　改　正

× 廃　　止

－ 改　正　な　し

区　　分　　凡　　例
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岩石補正 －

現場条件補正 －

交替制作業補正 －

換算値の補正 －

ダム用機械の豪雪補正 －

規格外の機械 ○ 損料算定表内容の改正

運転労務 －

燃料消費量 －

機械賃料 －

項　　　目 区分 改　　正　　要　　旨 備考

損耗率 －

長期割引 －

賃料上限額 －

１現場あたり修理費及び損耗費 ○ たて込み簡易土留の追加

スクラップ －

簡易な整備作業 －

保証日数 －

異形ブロック型枠 －

仮設材に係る付属品の積算 －

組立ハウスの積算 －

項　　　目 区分 改　　正　　要　　旨 備考

－

項　　　目 区分 改　　正　　要　　旨 備考

参考資料 －

参考図書 －

工事価格 －

Ⅲ　その他資料

項　　　目 区分 改　　正　　要　　旨 備考

－

項　　　目 区分 改　　正　　要　　旨 備考

－

項　　　目 区分 改　　正　　要　　旨 備考

－

項　　　目 区分 改　　正　　要　　旨 備考

－

○工事請負契約書第２６条の積算上の取扱い

○工事における工期の延長等に伴う増加費用の積算方法

○年度末に発注する国庫債務負担行為等に係る工事費の積算

○工事費の積算基準の公表

［Ⅵ．土地改良事業等請負工事仮設材経費算定基準の運用事項］

Ⅱ　建築請負工事の価格積算基準関係
土地改良事業等に係る建築請負工事の価格の積算

○土地改良事業等に係る建築請負工事の価格の積算の運用
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３．土地改良工事積算基準（機械経費）の改正要旨

（１）土地改良事業等請負工事機械経費算定基準

項　　　目 区分 改　　正　　要　　旨 備考

基準 －

損料算定表 －

（２）土地改良事業等請負工事仮設材経費算定基準

項　　　目 区分 改　　正　　要　　旨 備考

基準 －

損料算定表 －

☆ 新　規　制　定

◎ 全　面　改　正

○ 部　分　改　正

× 廃　　止

－ 改　正　な　し

区　　分　　凡　　例
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工種区分 歩　掛　名　称 歩掛区分 最終掲載年度

人力土工（ベルトコンベア併用） 参考歩掛 Ｈ１２

バックホウ掘削（特殊） 参考歩掛 Ｈ１２

バックホウ掘削（承水路） 参考歩掛 Ｈ１３

トラクタショベル掘削 参考歩掛 Ｈ１２

ブルドーザ敷均し締固め（特殊） 参考歩掛 Ｈ１２

土台木 参考歩掛 Ｈ１２

吹付工 標準歩掛 Ｈ１２

張石工（空・練積） システム Ｈ１３

アンカー挿入工（工場加工組立加工） 参考歩掛 Ｈ１４

火薬類によるとりこわし 参考歩掛 Ｈ１４

塗装 参考歩掛 Ｈ１８

擁壁工（井桁ブロック） 標準歩掛 Ｈ２４

擁壁工（アンカー式自然石空積工） 参考歩掛 Ｈ３０

裏込工（ブロック積） 標準歩掛 Ｒ３

コンクリート矢板工 参考歩掛 Ｒ４

裏込工（ブロック張） 標準歩掛 Ｒ６

ｺﾝｸﾘｰﾄ工 基礎栗石工 施工パッケージ Ｈ３１

コンクリート杭打込み（モンケン） 標準歩掛 Ｈ１２

コンクリート矢板打込み（モンケン） 標準歩掛 Ｈ１２

鋼矢板打込み（モンケン） 標準歩掛 Ｈ１２

鋼矢板打込み（ｱｰｽｵｰｶﾞ併用圧入工）Ⅱ型 参考歩掛 Ｈ１２

Ｈ形鋼杭打込み（ディーゼルハンマ） 参考歩掛 Ｈ１２

鋼矢板屏風打ち（バイブロハンマ、ディーゼルハンマ） 参考歩掛 Ｈ１２

H形鋼打込み（プレボーリング工法） 参考歩掛 Ｈ１５

木杭打込み（モンケン） 参考歩掛 Ｈ２１

コンクリート杭打込み（クレーン＋モンケン） 参考歩掛 Ｈ２３

木杭打込み（人力） 参考歩掛 Ｒ４

場所打杭工（ｱｰｽｵｰｶﾞ工・硬質地盤ｱｰｽｵｰｶﾞ） 標準歩掛 Ｒ６

粉体噴射撹拌工（DJM工法） 施工パッケージ Ｒ６

河川・水路工 浚渫工（ポンプ式浚渫船） 標準歩掛 Ｒ５

コア式プレストレストコンクリート管機械布設 標準歩掛 Ｈ１２

ガス切断（板類・管類・開先加工）の一部
【鉄筋切断歩掛】

石積工の一部
【空石積工歩掛（玉石・雑割石）】
【練石積工歩掛（玉石・雑割石）】

境界杭設置工の一部
【13×13㎝　長100㎝以上歩掛】

芝付工の一部
【市松張歩掛】

柵工の一部
【竹柵工歩掛】

石積工
【石積工（発生材）】

裏込工（石積）
【裏込め工】

鋼管機械布設の一部
【現場塗装費（外面塗装（アスファルト塗装））】

基礎工

参考歩掛

標準歩掛

参考歩掛

管水路工
標準歩掛

Ｒ２

Ｈ１９

共通工

４．過年度廃止歩掛一覧表

土　工

Ｈ１４

参考歩掛 Ｈ２６

Ｈ２７

標準歩掛 Ｈ２７

参考歩掛 Ｈ２７

Ｒ２

参考歩掛
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遠心力鉄筋コンクリート管（C形、NC形）機械布設 参考歩掛 Ｈ２１

地表定置式畑地かんがい施設設置工 参考歩掛 Ｈ２１

落石防止柵設置工 参考歩掛 Ｈ３１

落石防止網設置工 参考歩掛 Ｈ３１

ほ場整備工 自動埋設暗渠工 参考歩掛 Ｒ４

アングルドーザ（階段工） 標準歩掛 Ｈ３１

レーキドーザ及びブルドーザ（しわよせ工法） 標準歩掛 Ｈ３１

ケンブリッジローラ鎮圧 標準歩掛 Ｈ３１

農地造成工（スクレープドーザ掘削） 参考歩掛 Ｈ３１

農地造成工（被けん引式スクレーパ掘削） 参考歩掛 Ｈ３１

ブラッシュブレーカ耕起 参考歩掛 Ｒ２

ディスクハロー砕土 参考歩掛 Ｒ２

土壌改良資材散布（ﾗｲﾑｿﾜｰ） 標準歩掛 Ｒ３

プラウイングハロー耕起 参考歩掛 Ｒ３

鉄筋工（トンネル） 標準歩掛 Ｈ１３

定置式空気圧縮機設置・撤去 参考歩掛 Ｈ１８

集水井工（ライナープレート土留工法） 標準歩掛 Ｒ４

地すべり防止工（じゃかご） 標準歩掛 Ｒ６

コンクリート補修工 ひび割れ低圧注入工(シール工) 標準歩掛 Ｈ２９

二本構櫓 参考歩掛 Ｈ２３

三又櫓 参考歩掛 Ｈ２３

索道 参考歩掛 Ｈ３１

その他 ＰＣタンク工 参考歩掛 Ｈ２１

仮　設　工

道路工

農地造成工

トンネル工

・　上記歩掛については、今後使用しないことを原則とする。

・　但し、やむを得ず使用する場合は、当該工事において実態調査等を実施し、歩掛内容の検証を行うこと。

［留意事項］

地すべり防止工
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１．令和７年度施工基準関係図書の改正について・・・・・ Ｃ－1 

施工基準関係





１．令和７年度施工基準関係図書の改正について 

 

１）現在発刊されている施工関係図書の一覧表 

R7.6.1 時点 

番号 図書名 

現行 改正 

備考 施行年月日 

（一部改正） 
図書発行 

R7 年度改正 

施行時期 

図書発刊 

予定 

（１） 土木工事共通仕様書 
H15.3.25 

（R6.3.22） 

H28.7 月版 

全国農村振

興技術連盟 

改正 

R7.3.28 
－ 

・本省 HP 掲

載中 

（２） 
土木工事特別仕様書記載

例 

H19.3.30 

（R6.3.22） 

コピー版と

ＣＤを配布 

（当時） 

改正 

R7.5.16 
－ ― 

（３） 土木工事施工管理基準 
H17.3.28 

（R6.3.22） 

H17.5 月版 

(社)農業土

木事業協会 

－ － 
・本省 HP 掲

載中 

（４） 
土木工事施工管理基準の

手引 

H19.3.30

（R4.3.31） 

コピー版と

ＣＤを配布 

（当時） 

－ － 
・本省 HP 掲

載中 

（５） 工事監督必携 
H20.3.28 

(H29.3.31) 

H20.7 月版 

全国農村振

興技術連盟 

－ － 
・本省 HP 掲

載中 

（６） 
施工計画書作成の手引き

（案） 
H19.3.30 

コピー版と

ＣＤを配布 

（当時） 

－ － ― 

（７） 
土木工事等施工技術安全

指針 

H21.3.30 

(H22.3.31) 

コピー版 

を配布 

（当時） 

－ － 
・本省 HP 掲

載中 
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土木工事共通仕様書の主な令和７年度改正内容について 

 
（１）ワンデーレスポンス 

国土交通省の状況を踏まえ、ワンデーレスポンスに努めることを明記（特別 仕様

書記載例からの移行）。 

１－１－５ ワンデーレスポンス 

新規 

 

      ↓ 

 

監督職員及び受注者は、「ワンデーレスポンス」に努める。ワンデーレスポンスとは、受注

者からの質問・協議等に対して、１日あるいは適切な期限までに回答することをいう。 

 

（２）施工体制台帳 

・社会保険証等の写しは、建設業法等における施工体制台帳に添付が必要な書類に含

まれないことから、国土交通省の状況を踏まえ、社会保険証等の写しの提出を削除

（工事書類の簡素化）。 

 ・建設業法施行規則の改正に伴う施工体制台帳様式の改正。 

１－１－15 施工体制台帳及び施工体系図 

６．受注者は、下請負人の社会保険等加入の有無を施工体制台帳等に記載するものとし、必 
要書類を添付しその写しを監督職員に提出しなければならない。 

 
↓ 
 

６．受注者は、下請負人の社会保険等加入の有無を施工体制台帳等に記載しなければならな 
い。 

 

工事請負契約、土木工事共通仕様書等に基づく提出様式 

様式７－１ 
（記入要領） 

７．外国人建設就労者が建設工事に従事する場合には「有」、従事する予定がない場合 

には「無」に○を付けること。 

 
↓ 
 

削除 
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（３）産業廃棄物管理票（マニフェスト） 

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」において、マニフェストの確認及び保管は

受注者が行うものとなっており、発注者への提出は義務付けられていないことから、

国土交通省の状況を踏まえ、マニフェストの写しを提出から提示に変更（工事書類の

簡素化）。 

１－１－23 建設副産物 

３．受注者は、建設副産物が搬出される工事施工に当たり、建設発生土は搬出帳票、産業廃

棄物は廃棄物管理票（紙マニフェスト）又は電子マニフェストにより、適正に処理されて 
いることを確認するとともに監督職員に関係資料を提出しなければならない。 

 
↓ 
 

３．受注者は、産業廃棄物が搬出される工事に当たっては、産業廃棄物管理票（紙マニフェ

スト）又は電子マニフェストにより、適正に処理されていることを確認するとともに監督 
職員に提示しなければならない。 

 

（４）「報告」から「連絡」への見直し 

異常発見等、情報伝達のスピードが求められる内容について、「報告（書面）」から

「連絡（口頭等）」に見直し。 

【例】 

１－１－41 環境対策 

２．受注者は、環境への影響が予知され又は発生した場合、直ちに監督職員に報告し、監督職

員の指示があればそれに応じなければならない。 
 

↓ 

 

２．受注者は、環境への影響が予知され又は発生した場合、直ちに監督職員に連絡し、監督 
職員の指示があればそれに応じなければならない。 

 

（５）廃止された JIS 規格の資材の削除 

 

（６）コンクリート標準示方書の改正に伴う改正 
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土木工事特別仕様書記載例の主な令和７年度改正内容について 

 
（１） ワンデーレスポンス実施に関する事項 

ワンデーレスポンス実施に関する事項について、共通仕様書に記載していること

から削除。 

１．ほ場整備工事編 ～ 18．管水路工事編 

第 16 章その他 

５ ワンデーレスポンス実施に関する事項 

Ⅱ．工事別編 ５.水路工事編（第 16 章５）を参照 

 

      ↓ 

 

削除 

 

（２）基準点の表記について 

「測量作業規程」の一部改正による測地成果 2024 の運用に伴い、基準点の測地成

果の記載を追加。 

５．水路工事編 

第 11 章施工 １．一般事項（１）基準点 

新規 

 

      ↓ 

 

令和７年４月１日以降に新たに実施する公共測量においては「測地成果 2024」を使用し明

記する。また既設の標高を使用するときは成果値の定義（測地成果○○）を明記する。 

 

（３）工事費における現場環境改善費について 

令和７年３月 28日付け部長通知により改正された現場環境改善費の計上について

率として計上されていた避暑（熱中症予防）・防寒対策について削除。 

５．水路工事編 

第 16 章その他 ８．現場環境改善費（３） 

安全関係 

③避暑（熱中症予防）・防寒対策 

 

      ↓ 

 

削除 
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（４）週休２日制工事の試行について 

令和７年３月 28日付け設計課長通知により改正された週休２日の取組に係る経費

（週単位、月単位）の補正係数を反映。 

５．水路工事編 

第 16 章その他 ９．週休２日制工事の試行 

（５）①補正係数 

 

 

      ↓ 
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【機密性２情報】                          【会議出席者限り】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年度 九州沖縄連絡協議会 
 
 

【施設機械関係 説明資料】 
 
 
 
 
 

令和７年度 施設機械関係の設計・積算・施工等に係る制改定について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





施設機械関係に係る基準の制改定及び資材価格随時調査等について 

 

令和７年度の基準等の制改定内容一覧 

区分 項   目 制改定 備 考 

設計 設計に関する基準類 改定なし  

積算 

積算基準及び標準歩掛 一部改定  

積算基準等の運用 一部改定  

積算基準及び標準歩掛等の参考資料 一部改定  

施工パッケージ型積算方式の試行 改定なし  

施設機械設備点検・整備積算基準等 一部改定  

施設機械設備点検・整備積算基準等の運用 改定なし  

電気通信設備点検業務積算基準等（参考資料） 一部改定  

電気通信設備運転管理業務積算基準（参考資料） 改定なし  

設計業務の価格積算基準（施設機械）の標準歩掛及び運用 一部改定  

機能診断業務（施設機械）の積算参考歩掛 改定なし  

施工 

施設機械工事等共通仕様書 一部改定  

施設機械工事等施工管理基準 改定なし  

施設機械工事等数量算出要領（案） 一部改定  

施設機械設備点検・整備業務共通仕様書 改定なし  

施設機械点検・整備項目表 改定なし  

電気通信設備点検業務共通仕様書 改定なし  

電子納品要領・ガイドライン及びチェックシステム等 改定なし  

 

１.「設計」に係る制改定 

 ・水管理制御方式技術指針（計画設計編） 令和６年１０月 

 

２．「積算」に係る制改定 

（１）積算基準及び標準歩掛 

 【主な改定内容】 

① 鋼橋製作架設工事 

   ・現場管理費率の変更 

② 用排水ポンプ設備 

   ・低圧受電の付帯設備据付材料費が率から材料計上に変更 
③ 水門設備 

   ・小形水門の二次コンクリート及び型枠費が率から施工工数に変更 

④ 塗装 

   ・工場塗装工歩掛の面積範囲による追加 

   ・現場塗装工歩掛の面積範囲による追加 
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（２）積算基準等の運用 

 【主な改定内容】 

  ①水門設備 

   ・小形水門の二次コンクリート及び型枠費に伴う変更（率から施工工数） 

   ・ゴム引布製起伏ゲート設備の袋体投影面積の定義の追加 

（３）積算基準及び標準歩掛等の参考資料 

  ①鋼橋製作架設工事（参考資料） 

   ・橋梁形式別標準工数について、国交省基準と整合を図るため、一部改定 

  ②電気通信設備工事 

   ・技術管理費の「無線局申請書の作成費用」の追加 

   ・無線局申請書作成歩掛の追加 

（４）設計業務の価格積算基準（施設機械）の標準歩掛及び運用 

   ・水門設備の標準作業内容の設計図に「付属設備組立図」を追記 

 

上記の詳細な内容については、下記 HP を参照してください。 

https://www.maff.go.jp/j/nousin/sekkei/h200331/index.html 

      「5．土地改良工事積算基準（施設機械）の改正の概要」に記載 

 

３．「施工」に係る制改定 

（１）施設機械工事等共通仕様書 

 【主な改定内容】 

  ①ワンデーレスポンス（新設） 

②週休二日の対応（移設） 

 ③光ケーブルの測定試験 

所定の規格値の測定方法等の追記 

  ④施設機械工事等関係書類提出一覧表 

    作業員目簿（様式 7-3）の追加 

 

上記の詳細な内容については、下記 HP を参照してください。 

https://www.maff.go.jp/j/nousin/seko/kyotu_siyosyo/k_kikai/index.html 

 

（２）施設機械工事等数量算出要領（案） 

  ・用排水ポンプ設備の低圧受電付帯設備据付材料の積算方法の改正に伴う記載内容変更 

  ・小形水門の二次コンクリート及び型枠費の改正に伴う記載内容変更 

 

上記の詳細な内容については、下記 HP を参照してください。 

https://www.maff.go.jp/j/nousin/seko/suryo/index.html 

 

４．その他 

（１）令和６年度施設機械工事等諸経費動向調査及び歩掛調査の提出について 

   歩掛調査につきましては、日頃より御協力と御理解をいただき有難うございます。 

令和６年度完成工事において、歩掛調査を行っている工事で未提出の案件がありました

ら、速やかに受注者より回収していただき、内容確認のうえ提出をお願いします。 

   特に諸経費動向調査については、発注者による積算内容の確認及び受注者回収データの

取り込み等を行う必要があるため、要領等を確認のうえ、作成・提出をお願いします。 
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